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こ
の
度
、
第
２
代
の
筑
西
市

長
に
就
任
い
た
し
ま
し
た
吉
澤

範
夫
で
ご
ざ
い
ま
す
。
11
万
市

民
の
み
な
さ
ま
に
託
さ
れ
た
責

任
の
重
さ
を
忘
れ
る
こ
と
な

く
、「
夢
の
あ
る
ま
ち
、
暮
ら

し
や
す
い
ま
ち
、
市
民
の
笑
顔

が
あ
ふ
れ
る
ま
ち
」を
目
指
し
、

市
役
所
と
市
民
が
一
緒
に
な
っ

て
、
元
気
な
ま
ち
づ
く
り
を
一

生
縣
命
に
推
進
し
て
ま
い
り
ま

す
の
で
、
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お

願
い
い
た
し
ま
す
。

　

さ
て
、「
１
０
０
年
に
一
度

の
経
済
危
機
」
と
い
わ
れ
る
社

会
情
勢
の
な
か
、
本
市
の
財
政

状
況
も
大
変
厳
し
い
状
況
に
ご

ざ
い
ま
す
。
課
題
も
山
積
し
て

お
り
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
市

民
の
ニ
ー
ズ
を
的
確
に
と
ら

え
、
優
先
順
位
を
も
っ
て
課
題

を
１
つ
ず
つ
解
決
し
て
い
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い

ま
す
。

　

な
か
で
も
、
市
民
病
院
の
問

題
、
ス
ピ
カ
ビ
ル
の
問
題
は
、

早
急
に
取
り
組
ん
で
い
か
な
け
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「
夢
の
あ
る
ま
ち
、暮
ら
し
や
す
い
ま
ち
、

市
民
の
笑
顔
が
あ
ふ
れ
る
ま
ち
」
づ
く

り
を
一
生
懸
命
に
推
進
し
ま
す
。

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
市
民
病
院

に
つ
き
ま
し
て
は
、
地
域
の
救

急
医
療
を
担
う
中
核
病
院
と
し

て
の
役
割
を
守
る
べ
く
、
今
後

の
経
営
形
態
を
再
検
討
し
て
ま

い
り
ま
す
。
ま
た
、
ス
ピ
カ
ビ

ル
に
つ
き
ま
し
て
は
、
民
間
に

売
却
し
て
下
館
駅
周
辺
の
活
性

化
を
図
る
と
と
も
に
、
市
役

所
分
庁
舎
の
機
能
は
各
支
所
に

配
分
し
、
支
所
機
能
の
充
実
を

図
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

　

行
政
改
革
も
断
行
し
て
い
か

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
先
ず

は
市
長
専
用
公
用
車
の
売
却
や

市
長
報
酬
の
減
額
な
ど
、
自
ら

の
襟
を
正
す
と
こ
ろ
か
ら
取
り

組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。そ
し
て
、

前
例
踏
襲
の
行
政
運
営
か
ら
脱

却
し
て
、
新
た
な
発
想
を
も
っ

て
行
政
改
革
を
推
進
し
、「
風

通
し
の
良
い
市
役
所
」
を
つ

く
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

　

私
は
、
市
民
の
み
な
さ
ま
と

立
つ
位
置
を
同
じ
く
し
て
、
同

じ
目
線
で
市
政
運
営
に
あ
た
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
感
じ
て

い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
も
、「
タ

ウ
ン
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
」
や
「
パ

ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
」
を
実
施

し
て
市
民
の
み
な
さ
ま
の
声
を

積
極
的
に
お
聞
き
し
、
共
に
考

え
、
市
民
の
み
な
さ
ま
と
の
協

働
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
を
推
進

し
て
ま
い
り
ま
す
。

　

筑
西
市
が
誕
生
し
て
早
や
４

年
が
経
過
し
ま
し
た
。
古
い
垣

根
を
取
り
払
い
、
地
域
間
の
格

差
を
無
く
し
、
11
万
市
民
の
一

体
的
な
融
合
を
図
れ
る
ま
ち
づ

く
り
を
め
ざ
し
て
ま
い
り
ま

す
。

　

み
な
さ
ま
か
ら
私
に
課
せ
ら

れ
た
使
命
は
、「
変
え
る
」
こ

と
で
あ
ろ
う
と
自
認
し
て
お
り

ま
す
。
強
い
信
念
と
勇
気
を

も
っ
て
、
筑
西
市
を
変
え
て
い

き
ま
す
。

　

市
民
の
み
な
さ
ま
に
お
か
れ

ま
し
て
は
、
今
後
の
市
政
運
営

に
ご
理
解
と
ご
協
力
を
賜
り
ま

す
よ
う
心
か
ら
お
願
い
申
し
上

げ
、
就
任
の
あ
い
さ
つ
と
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。
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福

※１）外来・入院自己負担金について（調剤薬局は除く）

※２）配偶者が重度心身障害者等に該当し、一定期間を経過すると、その家族もひとり親に
　　　準じるものとして認定されます。
※３）子が重度心身障害者等に該当している場合や高校在学中は 20歳まで延長となります。
※４）各区分における所得制限額は、定額控除（８万円）を加えた額となっています。

　医療福祉費支給制度（マル福制度）は、妊産婦、乳幼児、ひとり親家庭の母子・
父子、重度心身障害者などに対して、医療費の一部を助成する制度です。また、
所得制限により乳幼児マル福制度を受けられない人には、市の独自事業「はぐ
くみ医療費支給制度」でマル福と同様の助成が受けられます。

種　別 対象者 対象期間 助成内容 所得制限額

妊 産 婦
母子健康手帳の交付を
受けた妊産婦

母子健康手帳の交
付月の初日から出
産月の翌月末まで

保険診療分の医療費の
うち、外来・入院自己
負担金　　を超える医
療費

対象者本人又は配偶者の所得が
401 万円未満（扶養１人増で
30 万円加算）又は同居する家
族の所得が 1,000 万円未満

乳 幼 児
小学校入学前までの子
（未就学児）

出生日から小学校
へ入学する年の３
月31日まで

保険診療分の医療費の
うち、外来・入院自己
負担金　　を超える医
療費

父又は母の所得が 401 万円未
満（扶養１人増で 30 万円加
算）又は同居する家族の所得が
1,000 万円未満

はぐくみ
医療費

所得制限によりマル福を受
けられない小学校入学前ま
での子（未就学児）

出生日から小学校
へ入学する年の３
月31日まで

保険診療分の医療費の
うち、外来・入院自己
負担金　　を超える医
療費

なし

ひとり親

①離婚・死別などにより配偶
　者のいない人で、18 歳未
　満の子を監護している親と
　その子
②両親のいない子

申請のあった日
から子が 18 歳に
なった年の３月
31日まで

保険診療分の医療費の
うち、外来・入院自己
負担金　　を超える医
療費

親の所得が 309 万６千円未
満（扶養１人増で 38万円加
算）又は同居する家族の所
得が 1,000 万円未満

重度心身
障害者等

①身体障害者手帳１・２級（内
　部障害は３級まで）
②療育手帳のマルＡ・Ａ判定
　（Ｂ判定の場合は身体障害
　者手帳３級保持者）
③障害年金１級
④ 65歳以上の人は、上記要
　件に該当し、かつ後期高齢
　者医療制度に加入した人

手帳交付月の
初日から

保険診療分の医療費

本人の所得が 520 万９千円
未満（扶養１人増で 38万円
加算）又は同居する家族の
所得が 636 万７千円（扶養
１人の時は 661 万円６千円
未満、以下扶養１人増で 21
万３千円加算）

外来自己負担金…１医療機関につき１日 600 円（600 円未満はその額）、月２回まで
入院自己負担金…１医療機関につき１日 300 円（月 3,000 円限度）

医療福祉費に関する問い合わせ…

（内線２５２）
医療保険課医療福祉グループ

☆マル福制度・はぐくみ医療費支給制度は、申請により
　適用されます。申請が遅れたときは、申請月から適用
　となります。（期間のさかのぼりはしません）

　　ご存じですか？ご存じですか？
医療福祉費支給制度医療福祉費支給制度

※１

※１

※１

※１

※３
※２

※４
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住民税に関する問い合わせ… 市民税課市民税グループ（内線466、469）

　年金から住民税の
引き落としが始まります。

65歳以上の年金受給者で、
住民税を納税している人に

お知らせです。

月
よ
り

10

　現在、年金を受給し、住民税の納税義務のある人は、

年４回、役所や銀行などに出向き、住民税を納めていま

す。10月からは、住民税を年金から引き落とす（特別徴収）

ことになり、年金の支払いをする社会保険庁などが直接、

市に個人住民税を納めるようになりますので、対象とな

る人は金融機関などに行く必要がなくなります。

新たな税負担が生じるものではありません新たな税負担が生じるものではありません

４月１日現在４月１日現在 6565 歳以上の年金受給者のうち、住民税の納税義務者が対象歳以上の年金受給者のうち、住民税の納税義務者が対象

1010月支給分の年金から引き落としが始まります月支給分の年金から引き落としが始まります

住民税の年金からの引き落とし（特別徴収制度）の導入は、納税方法を変更
するものであり、この制度により新たな税負担が生じるものではありません。

老齢基礎年金又は昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金等を言いま
す。障害年金及び遺族年金などの非課税の年金からは、住民税の引き落としは
されません。

引き落としされるのは、年金所得の金額から計算した住民税額のみです。給与
所得や事業所得などの金額から計算した住民税額は、これまでどおり給与から
引き落とし、または納付書で納めていただくことになります。

引き落とし開始後、市外への転出、税額の変更、年金の支給停止などが発生し
た場合は、引き落としが中止となり、普通徴収（納付書により金融機関などで
納める方法）により納めていただくことになります。

年税額の1/4ずつ納付書にて納税

６月と８月は年税額の1/4ずつをこれまでどおり納
付書で納めていただきます。10月・12月・２月は
年税額の1/6づつを引き落とします。

４月・６月・８月は、前年度の２月の税額と同額を引き落
とします。10月・12月・２月は、年税額から４月・６月・
８月の税額を差し引いた残りの税額を引き落とします。

引き落としの
対象となる年金とは…

引き落とされる
住民税額は…

引き落としが
中止となる場合は…

★介護保険料が年金から引き落とされていない人
★引き落とされる住民税額が老齢基礎年金等の額を超える人 など

右記の人については、
対象となりません⇨

納付書で納める
月 ６月 ８月 10月 １月
税額 15,000 円 15,000 円 15,000 円 15,000 円

算出方法 1/4 1/4 1/4 1/4

納付書で納める 年金から引き落とし
月 ６月 ８月 10月 12月 ２月
税額 15,000 円 15,000 円 10,000 円 10,000 円 10,000 円
算出方法 1/4 1/4 1/6 1/6 1/6

年金からの引き落とし
月 ４月 ６月 ８月 10月 12月 ２月
税額 10,000 円 10,000 円 10,000 円 10,000 円 10,000 円 10,000 円

算出方法 前年度２月と同じ額 22 年度の年税額の残りの 1/3 ずつ

①これまでの納め方

②平成21年度の納め方 ③平成22年度以降の納め方

　引き落としの開始は、平成 21年 10 月支給
分の年金からとなります。そのため、平成 21
年度の住民税額のうち半分については、平成
21年６月と８月に、これまでどおり納付書で
納めていただくことになります。

例えば…
住民税の年税額が
６万円の場合
（年金所得のみ）

社会保険庁
（年金管理者） 市役所

年金保険者が年金から
住民税を引き落とし、
市へ直接納入

個人住民税

金融機関等へ納税に出
向く必要がありません

年金受給者
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